
函館市軽費老人ホーム運営費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は，函館市内に所在する老人福祉法（昭和３８年法律

第１３３号）に基づく軽費老人ホームの運営に要する経費に対し，予

算の範囲内において補助金を交付するものとし，交付に関しては函館

市補助金等交付規則（昭和６２年函館市規則第４３号）に規定するも

ののほか，この要綱に定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は，市内において軽費老人ホームを運営する法人と

する。 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象経費（サービスの提供に要する費用）は，施設を運営

するために必要な職員の俸給，職員諸手当，賃金，社会保険料事業主

負担金，福利厚生費，職員被服費，旅費交通費，研修研究費，事務消

耗品費，印刷製本費，通信運搬費，修繕費，委託費，利用者保健衛生

費および備品購入費等ならびに人件費引当金，修繕引当金，備品等購

入引当金，本部会計繰入金に充当する経費であること。 

（補助金交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付の対象となる費用は，軽費老人ホームの運営

に要する経費のうち，函館市軽費老人ホーム利用料等取扱基準（以下

「基準」という。）に基づき算出したサービスの提供に要する費用の

年間合算額と補助対象経費の実支出額とを比較し，いずれか少ない方

の額から本人から徴収したサービスの提供に要する費用に係る実徴収

額（その額が基準に定める本人からのサービスの提供に要する費用に

係る徴収額の年間合算額に満たないときは，当該年間合算額）を控除

して得た額以内の額とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金の交付申請は，補助金交付申請書（別記第１号様

式）に次に掲げる書類を添付して，別に定める日までに市長に提出す



るものとする。 

(1) 運営費補助金交付申請額算出調書（別記第２号様式） 

(2) 経費の配分調書（別記第３号様式） 

(3) 事業予算（実績）書（別記第４号様式） 

(4) 資金収支計画書（別記第５号様式） 

(5) 事業計画（実績）書 (1) 軽費老人ホーム支出額内訳（別記第６

号様式） 

(6) 事業計画（実績）書 (2) 階層別，月別利用人員内訳（別記第７

号様式） 

(7) 事業計画（実績）書 (3) 利用料納付額およびサービスの提供に

要する費用基準額等内訳（別記第８号様式，別記第９号様式） 

(8) 事業計画（実績）書 (4) 職員の状況（別記第１０号様式） 

(9) 事業計画（実績）書 (5) １施設当たり職員平均勤続年数算定表 

（別記第１１号様式） 

（補助金の交付の決定等） 

第６条 市長は，補助金の交付の申請があったときは，当該申請に係る

書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により，当該申請の内

容を調査し，補助金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の調査により補助金を交付すべきものと認めたときは，

速やかに補助金の交付の決定をするものとする。 

３ 市長は，補助金の交付の決定をする場合において，必要と認めると

きは補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交

付の決定をすることができる。 

４ 市長は，第１項の調査により補助金を交付することが適当でないと

認めるときは，速やかに補助金の交付の申請をした者にその旨を通知

するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第７条 市長は，補助金の交付の決定をする場合において，補助金の交

付の目的を達成するため，次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助事業の内容の変更または補助事業に要する経費の配分の変更



（市長の定める軽微な変更を除く。）をする場合においては，市長

の承認を受けるべきこと。 

(2) 補助事業を中止し，または廃止する場合においては，市長の承認

を受けるべきこと。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行

が困難となった場合においては，速やかに市長に報告してその指示

を受けるべきこと。 

２ 前項各号に定めるもののほか，市長は，補助金の交付の目的を達成

するため必要と認める条件を付することができる。 

（決定通知） 

第８条 市長は，補助金の交付の決定をしたときは，速やかにその決定

の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交

付申請をした者に補助金交付決定通知書により通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金の交付の申請をした者は，前条の規定による通知を受け

た場合において，当該通知に係る補助金の交付の決定の内容またはこ

れに付された条件に不服があるときは，文書により当該補助金の交付

の申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定により申請が取り下げられたときは，当該申請に係る補

助金の交付の決定はなかったものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１０条 市長は，補助金の交付の決定をした場合において，その後の

事情の変更により特別の必要が生じたときは，補助金の交付の決定の

全部もしくは一部を取り消し，またはその決定の内容もしくはこれに

付した条件を変更することができる。ただし，補助事業のうち既に経

過した期間に係る部分については，この限りでない。 

２ 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができ

る場合は，次に掲げる場合に限るものとする。 

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補

助事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合 



(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を

使用することができないこと，補助事業に要する経費のうち補助金

によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこ

とその他の理由により補助事業を遂行することができない場合（補

助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。） 

３ 第８条の規定は，第１項の規定による取消しまたは変更をした場合

について準用する。 

（補助金の変更承認申請） 

第１１条 この補助金の交付決定後における事情の変更により，補助対

象事業の内容を変更するときは，補助事業変更承認申請書（別記第12

号様式）に第５条第 1 号から第９号までに掲げる書類を添付して市長

に提出するものとする。 

（概算払） 

第１２条 市長は概算払の申請があった場合は，概算払により補助金を

交付することができる。 

 （補助事業の遂行） 

第１３条 補助事業者は，補助金の交付の決定およびこれに付した条件

に従い，善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならな

い。 

 （状況報告等） 

第１４条 市長は，補助事業を円滑適正に行わせるため必要があると認

めるときは，当該補助事業の遂行の状況に関し，当該補助事業者に報

告を求め，または当該職員に調査をさせることができる。 

 （補助事業の遂行等の命令） 

第１５条 市長は，前条の報告または調査により，補助事業が補助金の

交付の決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていない

と認めるときは，当該補助事業者に対し，これらに従って当該補助事

業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 市長は，補助事業者が前項の命令に違反した時は，当該補助事業者

に対し，当該補助事業の遂行を一時停止し，ならびに当該補助事業に



係る補助金の交付の決定の内容ならびにこれに付した条件に適合させ

るための措置を市長の指定する期日までにとるべきことを命ずるもの

とする。 

３ 市長は，前項の命令をする場合においては，補助事業者が市長の指

定する期日までに補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件

に適合させるための措置をとらないときは，第２０条第 1 項の規定に

より当該補助金の交付の決定の全部または一部を取り消す旨を併せて

通知するものとする。 

（実績報告） 

第１６条 補助事業者は，補助対象事業が完了したとき（廃止の承認を

受けたときを含む。）は，速やかに補助事業実績報告書（別記第１３

号様式）に第５条第３号および第５号から第９号までの書類と次に掲

げる書類を添付して，当該補助対象事業完了の日若しくは廃止の承認

を受けた日から３０日以内または翌年度の４月２０日までのうち，い

ずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 運営費補助金精算書（別記第１４号様式） 

(2) 事業精算書（別記第１５号様式） 

(3) サービスの提供に要する費用徴収額一覧（別記第１６号様式） 

（算定方法の特例） 

第１７条 特別の事情により第４条に定める算定方法によることができ

ない場合には，あらかじめ市長の承認を受けてその定めるところによ

るものとする。 

 （補助金の額の確定等） 

第１８条 市長は，第１６条の補助事業実績報告書により報告を受けた

場合においては，当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う

現地調査等により，当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の

決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうかを

調査し，適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定する。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の額を確定したときは，その額を

補助事業者に通知するものとする。 



 （是正のための措置） 

第１９条 市長は，第１６条の補助事業実績報告書等により報告を受け

た場合において，当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決

定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは，当該

補助事業につき，これらに適合させるための措置をとるべきことを当

該補助事業者に対して命ずることができる。 

２ 第１８条の規定は，前項の規定による命令に従って行う補助事業に

ついて準用する。 

 （決定の取消し） 

第２０条 市長は，補助事業者が，補助金を他の用途に使用し，その他

補助事業に関して補助金の交付の決定またはこれに付した条件その他

この要綱またはこれに基づく市長の措置に違反したときときは，補助

金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は，補助事業について交付すべき補助金の額の確定があ

った後においても適用があるものとする。 

３ 第９条の規定は，第１項の規定による取消しをした場合について準

用する。 

 （補助金の返還） 

第２１条 市長は，補助金の交付の決定を取り消した場合において，補

助事業の当該取り消し部分に関し，既に補助金が交付されているとき

は，期限を定めて，その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は，補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て，既にその額を超える補助金が交付されているときは，期限を定め

て，その返還を命ずるものとする。 

 （延滞金） 

第２２条 補助事業者は，補助金の返還を命ぜられ，これを納期日まで

に納付しなかったときは，納期日の翌日から納付の日までの日数に応

じ，その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期間に

ついては，当該納付した金額を控除した額）につき年１０．９５パー

セントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 



 （他の補助金等の一時停止等） 

第２３条 市長は，補助事業者が補助金の返還を命ぜられ，当該補助金

または延滞金の全部または一部を納付しない場合において，当該補助

事業者に対して，同種の事務または事業について交付すべき補助金等

があるときは，当該交付すべき補助金等の交付を一時停止し，または

当該交付すべき補助金等と返還を命ぜられた補助金または延滞金の未

納付額とを相殺することができる。 

 （理由の提示） 

第２３条の２ 市長は，補助金の交付の決定の取消し，補助事業の遂行

もしくは一時停止の命令または補助事業の是正のための措置の命令を

するときは，当該補助事業者に対してその理由を示さなければならな

い。 

 （関係書類の備付け） 

第２４条 補助事業者は，当該補助事業について帳簿その他の関係書類

を備え，これを整理しておかなければならない。 

２ 前項の書類については，当該補助事業の完了の日の属する年度の翌

年度の初日から５年間保存しなければならない。 

 （財産の処分の制限） 

第２５条 補助事業者は，補助事業により取得し，または効用の増加し

た財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで補助金の交付の目

的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，または担保に供して

はならない。ただし，補助金の交付の目的および当該財産の耐用年数

を勘案して市長が定める期間を経過した場合は，この限りでない。 

(1) 不動産およびその従物 

(2) 重要な動産で市長が定めるものおよびその従物 

(3) 機械および重要な器具 

(4) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要である

と認めて定めるもの 

 

   附 則 



 この要綱は，平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

 



別記第１５号様式（第１６条関係）

事業名　　令和　　年度軽費老人ホーム運営事業

収入の部

当　初 更正後の正額 収入済額 収入未済額

円 円 円 円 円

支出の部

当　初 更正後の額 支出済額 支出未済額

円 円 円 円 円

　上記のとおり精算したことを証明します。

　　令和　　年　　月　　日 住　　所

補助事業者 団 体 名

代表者名

 注）１　この様式は，当該補助事業に要した経費のみを記載すること。

　 　２  「科目」欄については，それぞれ補助事業者の区分に従い記載しても差し支えないこと。

 　　３　「予算額」欄中「更正後の額」欄には，補助事業者の議決機関等における最終の更正後の額（予算の流用による更正後の額を含む。）を記載すること。

　　 ４　「収入未済額」及び「支出未済額」欄には，債権または債務が確定している額を記載し，かつ，債務者又は債権者の住所氏名を「備考」欄に記載すること。

　　 ５　「不用額」欄には，「更正後の額」（更正していない場合には，「当初」欄に記載した額から「精算額」欄に記載した額を控除した額を記載すること。

備　　　　考

計

計

項　　　　目
予　算　額

精算額
内　　　　訳

不用額

事　　　　業　　　　精　　　　算　　　　書

項　　　　目
予　算　額

精算額
内　　　　訳

備　　　　考



別記第１６号様式（第１６条関係）

（施設名　　　　　　　　　　　　　　）

月額
在籍
月数

年額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

　上記のとおり相違ないことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

住　　所

　　補助事業者 団 体 名

代表者名

合　　　計

サ ー ビ ス の 提 供 に 要 す る 費 用 徴 収 額 一 覧

番号 氏　名 入居年月日 退去年月日 階層

サービスの提供に
要する費用実徴収額

備　　考


